
（仮称）世田谷区コミュニティ交通導入の手引きについて（骨子）

【手引きの位置づけ体系図】

公共交通不便地域（※１）のうち、重点検討地域（※２）

※１ 公共交通不便地域
鉄道駅から５００ｍ以上、バス停留所から300ｍ以上離れていて、勾配
や、公共交通の運行本数を考慮した地域

※２ 重点検討地域
公共交通不便地域のうち、公共施設圏域や人口特性などを踏まえた地域

令和６年７月１２日
世田谷区道路・交通計画部交通政策課

１．対象区域 ２．地域、交通事業者、区の役割

狭あいな道路が多い公共交通不便地域においては、コミュニティバスの導入
が困難な地域も多く、地域、交通事業者、区がそれぞれ有する知恵や力を出し
合い、協働で取り組む必要がある。

地域の課題を最もよく知る地域の方々が主体的に取り組み、地域、交通事
業者、区がそれぞれの役割を果たし、連携・協力して、地域の移動手段を「守
り」「育て上げる」ことが重要である。

【地域・交通事業者・区の主な役割イメージ】

・地域が活動しやすい
環境づくり
・情報提供、技術的な
支援
・関係機関との調整
・運行経費の支援

行政

・協議会の結成
・主体的な検討、
取り組み
・利用促進のPR
・積極的な利用

地域

連携・協力
・安全で快適な運行
サービス
・地域に密着した
地域交通

交通事業者

【世田谷区基本計画：令和6年3月】
区が重点的に取り組む政策、施策の方向性を明らかにした区政運営の
基本的な指針であり、区の最上位の行政計画

●政策19交通環境の整備
施策19-1公共交通の活性化・公共交通不便地域対策の推進

【世田谷区地域公共交通計画（素案）】
●施策2-4公共交通不便地域対策の推進

取組2-4-1地域状況を踏まえたコミュニティ交通の導入・検討

（仮称）世田谷区コミュニティ交通導入の手引き
●砧モデル地区予約制乗合ワゴン実証運行の取り組みにおける効果
と今後の課題を踏まえ、区内のコミュニティ交通の導入・検討が必
要と考えられる「重点検討地域」において、どのような仕組み（協働、
それぞれの主体間の役割分担による実証運行の実現、実証運行の
評価、評価を踏まえた本格運行への移行）により、持続可能な移動
サービスをどのように展開するのかを示す「手引き」の構築が必要
である。

資料８



・地域の住民数や、高齢化率、道路状況、生活圏
など、地域の特性を確認する。

１－３ 地域特性の確認

（仮称）世田谷区コミュニティ交通導入の手引きについて（骨子）

３．導入検討の流れ

Step１
検討体制の構築と
地域特性の確認
（目安期間：７～１０ヶ月）

Step２
地域状況に応じた
コミュニティ交通の検討
（目安期間：１年程度）

Step３
コミュニティ交通の
実証運行
（目安期間：１年程度）

Step４
コミュニティ交通の
本格運行
（更新期間：２年ごと）

・区が総合支所単位で、重点検討地域の区民を
対象に公共交通の現状や、砧モデル地区にお
ける取組み、新たな交通手段の事例などの勉
強会を開催し、地元の機運などを確認する。

１－１ 区による勉強会の開催

・町会関係者等を含めて、地域の方が７名以上
で協議会を設立する。
・まちづくりセンター、あんしんすこやかセン
ター（地域包括支援センター）、社会福祉協議
会地区事務局、児童館の四者による連携の取
り組みを活かしながら、専門家を派遣するな
ど、地域が移動に関する課題について、主体
的に先進事例を研究し、検討する。

１－２ 協議会の設立

・地域における移動の現状や課題、ニー
ズ、求めている移動手段、移動先などを
把握するため、アンケート等による調査
を実施する。

２－１ 地域の移動ニーズ等調査

・移動ニーズ等調査結果を元に、①既存公
共交通の活用可否、②新しいコミュニ
ティ交通の方式（有償輸送、無償輸送、
定時定路線やデマンドなど）、・車両（小
型バス、ワゴン、グリーンスローモビリ
ティ、タクシーなど）を検討する。

２－２ コミュニティ交通の検討・選定

・地域と区が協議しながら、実証運行の目
標を含む計画書を策定する。

３－１ 実証運行に向けた準備

・実証運行の実施状況を踏まえて評価を
行い、地域・交通事業者・区が協議し、実
証運行の継続可否や、本格運行への移
行を判断する。

３－３ 実証運行の評価

・地域向けに利用促進のPRをする。
・実証運行の実施事業者（交通事業者）を
選び、計画書に基づいて、実証運行を開
始する。

３－２ 実証運行の実施

・実証運行の実施状況を踏まえて、
本格運行の継続基準を含む計画
書を策定する。

４－１ 本格運行に向けた準備

・本格運行の実施状況を踏まえて
評価を行い、地域・交通事業者・
区が協議し、コミュニティ交通の
継続可否を判断する。
・地域・交通事業者・区が協働して
取り組み、「守り」「育てる」コミュ
ニティ交通を目指す。

４－３ 本格運行の継続可否

・本格運行の実施事業者（交通事業
者）を選び、計画書に基づいて、
本格運行を開始する。

４－２ 本格運行の実施

・選定したコミュニティ交通の実現性につ
いて、交通管理者や道路管理者と協議
する。

２－３ 交通管理者等との協議


